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（
総
務
委
員
会
）

消
防
組
織
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八
七
号

（
先
議
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
災
害
の
多
様
化
等
に
対
応
し
た
市
町
村
の
消
防
の
体
制
の
整
備
及
び
確
立
を
図
る
た
め
、
自
主
的
な
市
町
村

の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化

、

、

。

市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
は

消
防
の
体
制
の
整
備
及
び
確
立
を
図
る
こ
と
を
旨
と
し
て

行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

二
、
基
本
指
針
の
策
定

消
防
庁
長
官
は
、
広
域
化
後
の
消
防
の
円
滑
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
基
本
指
針
を
定
め
る
。

三
、
推
進
計
画
の
策
定
等

１

都
道
府
県
は
、
基
本
指
針
に
基
づ
き
、
広
域
化
を
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
市
町
村
を
対
象

と
し
て
、
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
等
の
た
め
の
推
進
計
画
を
定
め
る
。

２

推
進
計
画
は
、
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
の
ほ
か
、
広
域
化
対
象
市
町
村

の
組
合
せ
等
に
つ
い
て
定
め
る
。
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３

都
道
府
県
知
事
は
、
広
域
化
対
象
市
町
村
か
ら
求
め
が
あ
っ
た
と
き
は
、
市
町
村
相
互
間
に
お
け
る
必
要
な
調
整
を
行

う
。

４

都
道
府
県
知
事
は
、
市
町
村
に
対
し
、
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
、
情
報
の
提
供
そ
の
他

の
必
要
な
援
助
を
行
う
。

四
、
広
域
消
防
運
営
計
画
の
作
成
等

１

広
域
化
対
象
市
町
村
は
、
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
協
議
に
よ
り
、
広
域
化
後
の
消

防
の
円
滑
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
の
広
域
消
防
運
営
計
画
を
作
成
す
る
。

２

広
域
化
対
象
市
町
村
が
広
域
消
防
運
営
計
画
を
作
成
す
る
た
め
に
協
議
会
を
設
け
る
場
合
に
は
、
当
該
協
議
会
に
は
、

関
係
市
町
村
の
議
会
の
議
員
又
は
学
識
経
験
を
有
す
る
者
を
会
長
又
は
委
員
と
し
て
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
、
国
の
援
助
及
び
地
方
債
の
配
慮

１

国
は
、
都
道
府
県
及
び
市
町
村
に
対
し
、
自
主
的
な
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
推
進
す
る
た
め
、
情
報
の
提
供
そ
の

他
の
必
要
な
援
助
を
行
う
。

２

広
域
化
対
象
市
町
村
が
推
進
計
画
に
定
め
る
組
合
せ
に
基
づ
き
市
町
村
の
消
防
の
広
域
化
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
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当
該
広
域
化
対
象
市
町
村
が
広
域
消
防
運
営
計
画
を
達
成
す
る
た
め
に
行
う
事
業
に
要
す
る
経
費
に
充
て
る
た
め
の
地
方

債
に
つ
い
て
、
特
別
の
配
慮
を
行
う
。

六
、
施
行
期
日
及
び
経
過
措
置

１

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

消
防
長
で
あ
っ
た
者
の
階
級
に
関
す
る
経
過
措
置
を
定
め
る
。


